
金
部
古
蹟
志
巻
叶

菊
池
市
左
衛
門

牢。

一
冗
文
四
年
八
月
十
一
日

厚

見

紀

伊

守

殿

右
菊
池
市
左
衛
門
は
、
伊
豆
守
の
子
孫
な
れ
ば
.
右
御
供
米
は
榊
薬

科
明
へ
献
備
せ
し
も
の
た
る
べ
し
。

。
卯
辰
八
幡
毎
春
飾
方

蛍
枇
は
外
々
の
紳
枇
と
遼
ひ
・
諸
国
務
中
は
毎
年
春
の
規
式
甚
だ
鄭
重

に
て
、
門
松
等
の
飾
方
た

E
、
慶
長
四
年
越
中
よ
り
此
の
地
へ
勧
請

あ
り
し
頃
よ
り
命
ぜ
ら
れ
た
り
と
い
ひ
停
へ
た
り
。
元
秘
十
五
年
十

二
月
、
奮
務
五
世
参
議
綱
紀
卿
穿
盤
し
給
ふ
に
付
き
、
紳
職
よ
り
如
v

左
言
上
す
。

就
a

御
棒
-
申
上
候
。

蛍
枇
卯
辰
八
幡
宮
門
松
之
儀
、
利
長
様
御
代
、
慶
長
四
年
越
中
射
水

郡
よ
り
大
宮
λ
幡
・
榊
葉
紳
明
、
蛍
山

b
御
意
を
以
御
勧
請
、
共
刻

よ
り
門
松
十
本
井
歯
柔
・
弓
絃
葉
・
根
引
松
・
野
老
・
橘
等
之
飾
物
相

添
、
拝
領
仕
来
候
由
承
停
申
候
。
以
上
。

厚
見
高
作
後
見

厚
見
勘
左
衛
門

判

午
十
二
月
廿
一
日? 

以
上
。

後

見

三

人

連

判

未
正
月
六
日

寺

枇

御

奉

行

所

。
醤
神
職
厚
晃
氏
侮

厚
見
氏
は
、
越
中
園
射
水
郡
海
老
坂
物
部
八
幡
の
紳
職
奥
利
幾
丸
の

務
孫
に
て
‘
元
祖
盟
隠
金
道
は
、
文
総
三
年
七
月
十
七
日
従
七
位
下

に
叙
し
、
備
前
守
を
葬
任
す
。
右
口
宜
案
子
炉
今
所
減
す
。
利
長
卿
守

山
に
在
城
し
給
ふ
頃
‘
海
老
坂
八
幡
宮
に
於
て
御
新
鱒
等
の
儀
相
勤

め
た
り
。
金
道
に
二
子
あ
り
。
長
男
蹴
正
は
呼
名
を
紀
伊
と
稀
し
‘

慶
長
四
年
八
幡
宮
を
卯
辰
山
へ
勤
請
の
時
供
奉
し
来
り
、
則
ち
卯
辰

八
幡
の
紳
職
に
命
ぜ
ら
れ
、
金
津
市
中
の
緒
枇
紳
主
、
及
び
石
川
・
河

北
爾
郡
鰭
紳
臓
の
惣
縮
方
を
命
ぜ
ら
れ
.
明
暦
二
年
七
月
四
日
従
六

位
上
紀
伊
守
を
奔
任
せ
り
。

御
専
に
付
寄
付
上
申
候
。

つ
.
私
儀
越
中
守
山
よ
り
古
肥
前
様
御
賞
地

b
御
越
被
v骨

F
成
候
刻
、

御
窓
を
以
御
供
仕
罷
越
、
御
新
穂
所
に
被
v
潟
z
仰
付
一
則
御
蛍
地
中
路

紳
主
‘
河
北
・
石
川
雨
御
郡
中
在
三
所
々
に
有
之
一
脚
職
之
者
共
、
無

作
法
に
無
=
御
座
-
様
に
可
a
申
渡
-
回
国
.
御
意
を
以
予
v
今
相
替
儀
無
=
御

金
滞
古
蹟
志
巻
叶
ニ

提

卯
辰
山
大
宮
八
幡
・
榊
葉
紳
明
門
松
十
本
、
井
歯
梁
・
弓
絃
葉
・
根
引

松
・
野
老
・
橘
等
の
飾
物
相
添
、
毎
年
十
一
月
御
郡
奉
行
衆
よ
り
被
a
仰

渡
-
候
由
民
而
、
百
姓
持
参
仕
諦
取
申
候
。
以
上
。

午

十

二

月

廿

四

日

後

見

三

人

寺
駐
車
中
行
所

就
E

御
薄
-
申
上
候
。

一

、

大

宮

八

幡

拝

殿

之

前

二

本

一

、

榊

葉

紳

明

奔

殿

之

前

二

本

一

、

少

彦

名

跡

枇

之

前

二

本

一

、

枇

頭

惣

門

之

前

二

本

一

、

森

下

町

大

鳥

居

之

前

二

本

右
卯
炭
山
八
幡
宮
門
松
、
以
上
拾
本
毎
歳
請
取
、
右
之
所
に
植
申
候
。

島
-
五
九
‘

間
後
見
安
江
八
幡
紳
主

厚

見

靭

負

判

間
後
見
漉
野
山
王
紳
主

厚

見

隠

岐

制

寺

位

御

奉

行

所

門
松

同同同同

ふ

連

判

座
-
候
御
事
。

一
‘
越
中
利
波
・
中
郡
・
氷
見
庄
之
紳
主
共
の
俄
、
往
古
よ
り
私
下
波

の
者
共
犯
而
御
座
候
御
事
。
.

一
・
、
御
公
儀
様
よ
り
御
用
等
御
座
候
へ
ば
、
私
方
迄
被
v
矯
a
仰
付
一
則

面
々
に
申
渡
候
。
以
上
。

慶
安
元
年
十
二
月
一
日

八
幡
紳
主

紀
.
伊
守

右
紀
伊
守
愉
正
の
弟
盟
後
正
盛
は
、
越
中
高
間
関
野
稲
荷
祉
の
紳
肢

に
命
ぜ
ら
れ
、
越
中
三
郡
緒
紳
枇
紳
主
の
裁
許
を
命
ぜ
ら
れ
た
り
。

利
長
卿
高
岡
在
携
し
給
ふ
頃
、
御
印
を
殺
せ
た
る
女
奉
書
文
、
予
v
今

高
関
脇
氏
に
停
来
す
。
共
の
務
如
v
左。

此
と
ほ
り
ぎ
よ
い
に
候
ド

ι。

御
か
き
つ
け
御
め
に
か
け
申
候
。
そ
の
は
う
の
あ
に
、
と
与
も
と
の

や
し
ろ
ど
も
、
か
け
も
ち
に
い
た
し
候
よ
し
。
さ
や
う
に
は
あ
る
ま

ヒ
き
事
に
候
。
と
う
し
よ
の
み
や
ど
も
は
‘
そ
の
ほ
う
さ
く
ぽ
い
候

ペ
〈
候
。
此
よ
し
わ
れ
ら
よ
り
申
候
へ
と
仰
ら
れ
候
。

月
十
三
日

い
た
り
か
ん
ね
し
参

せ

ん

点.

な
ほ
/
¥
上
様
よ
り
、
此
と
ほ
り
か
た
く
御
申
つ
け
候
へ
と
ぎ
よ

五
九




